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奈良県 令和７年度 介護保険事業者集団指導 

 

「外国人雇用の基本ルール」 

 

奈良労働局 外国人雇用管理アドバイザー 

松本 光正 

社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士 

全国通訳案内士（中国語・英語） 

はじめに 

厚生労働省は「第 9 期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」（2024.7.12）

において、介護職員の不足数が、2026 年度に約 25 万人、2040 年度には約 57 万人に達する

としています。 

では、不足する介護人材をどのようにして確保するのか。国は次の 5 つの対策を掲げています。 

①介護職員の処遇改善 

②多様な人材の確保・育成 

③離職防止・定着促進・生産性向上 

④介護職の魅力向上 

⑤外国人材の受入環境整備 

 

実際にここ数年、介護職種における外国人材の受入れ数は大きく増えています。 

今回の研修では、今後ますます重要性を増していく外国人材の受入れについて、その仕組み

とルールの基本的な知識をお伝えいたします。 

 

目次  

一．外国人雇用の全体像 

１．在留資格一覧表        

２．外国人雇用の全体像とその変遷       

３．外国人雇用特有の注意点       

 

二．介護分野における外国人の受入れ 

 

三．外国人雇用管理のルール 

１．外国人雇用はルールを守って適正に       

２．不法就労に関わらないために 
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 出典：出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 

 

図表１：在留資格一覧表 
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２．外国人雇用の全体像とその変遷  

図表２：【労働者の受入れ以前】 

（～2019.3.31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３：【労働者の受入れ開始時】 

（2019.4.1～2023.5.31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大卒相当、専攻と業務の 

関連性、実務経験、 

業務の量等の要件を 

満たす必要がある 就労に関し 

制限はない 

週 28時間まで 

職種に限定はない

（風俗営業を除く） 

原則 3年、最長 5年 

職種は限定的 

原則 10年の在留（うち 5年以上

の就労）で永住権が取得できる 

就労系の在留資格 

７２万人 

身分に基づく 

在留資格 

６３万人 

単純労働 
留学生アルバイト 

３１万人 

技能実習生 

４７万人 

専門的 

技術的分野 

「永住者」 

「日本人の配偶者等」 

「永住者の配偶者等」 

「定住者」 

最長 5年、対象は 12分野            

5年間で最大 34.5万人 

下に拡大 

技能実習修了者に就労

への道が拓けた 

技能実習 5年＋特定技能(1号)5年＝10年

でも永住権の取得は認められない 

就労系の在留資格とほぼ同様の扱い 

対象分野は建設、造船のみ 
「特定技能２号」

就労系の在留資格

単純労働 

留学生アルバイト 技能実習生 

専門的 

技術的分野 

「特定技能１号」 

（一定の
．．．

専門性・技能を有し

即戦力となる外国人材） × 
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図表４：【現状と今後予想される新たな枠組み】 

（2023.8.31～） 

※育成就労は 2027.4.1～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワードは「労働者」 

 

労働者は受入れない 

 ↓ 

一定の技能のある労働者の受入れ（特定技能 1 号） 

 ↓ 

未熟練の労働者の受入れ（育成就労） 

 ↓ 

すべての労働者に永住権取得への道が拓かれる 

（育成就労→特定技能 1 号→特定技能 2 号→永住者） 

 

 

  

対象分野の追加 

従事できる業務範囲が拡大 

5年間で最大 82万人 

「特定技能２号」

格 

対象が 2→11分野に拡大 

就労系の在留資格

格 

単純労働 

留学生アルバイト 

専門的 

技術的分野 

育成就労 

（人材確保＋人材育成） 

「特定技能１号」 

原則 3年、 

特定技能への 

エントリー 

ステップ 
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３．外国人雇用特有の注意点 

原則は、日本人雇用と同じ （労働関係法令、税金、社会保険等） 

 

外国人雇用特有の注意点は主に３つ 

 

図表５：外国人雇用特有の注意点 

 

   

 

  

外国人の労務管理

従事できる業務の範囲

在留資格の取得
・資格の変更、期間の更新への気配り 

・特定技能は転籍ごとに変更申請が必要 

・どんな仕事でもできるわけではない 

・就労ビザは狭く、特定技能は広い 

 

・いかに定着を図るか 

・人権への配慮が強く求められている 
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二．介護分野における外国人の受入れ 

 

近年まで、EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）という例外を除き、介護労働は

専門的・技術的分野には当たらないとして、在留資格が認められてきませんでした。 

外国人による介護労働は、主に、就労に制限のない永住者、定住者、日本人の配偶者、

留学生等が担ってきました。 

 

しかし、2017 年 9 月に在留資格「介護」が新設され、同年 11 月には「技能実習」に介護職

種が追加されることで、介護人材を積極的に受入れようという方向に大きく舵が切られることにな

ります。 

そして、2019 年 4 月には人手不足が深刻な分野に限って外国人を労働者として受入れる「特

定技能」が新設され、介護に関連した在留資格は 4 つに増えました。 

 

なお、2027 年 4 月に「技能実習」は発展的に解消され、「特定技能」になることを目指し、働

きながら技能と日本語を学ぶ「育成就労」制度が始まることになっています。 

 

 

 

図表６：外国人介護人材一覧図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛け矢印は、介護福祉士試験に合格した場合 

  

在留資格「介護」 

単純労働 
留 学 技能実習 

   →育成就労 

専門的 

技術的分野 

特定技能１号 

EPA 

特定活動 



7
 

 

 

図表７：外国人介護人材の受入れの仕組み 

 

出典：厚生労働省 社会・援護局 外国人材確保の現状について 
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図表８：介護に関連した在留資格比較表 

 
EPA 

（介福士候補者） 

在留資格 

「介護」 
技能実習 特定技能 1 号 

制度開始

時期 
2008 年 7 月～ 2017 年 9 月～ 2017 年 11 月～ 2019 年 4 月～ 

目的 
2 国間経済連携 

介福士資格取得 

専門的人材の受

入れによる経済社

会の活性化 

技能移転 

国際協力 
人手不足対策 

在留資格 特定活動 介護 技能実習 特定技能 

送出し国 
インドネシア 

フィリピン、ベトナム 
制限なし 制限なし 制限なし 

滞在期間 
原則 4 年 

例外 5 年 

更新回数 

制限なし 

原則 3 年 

最長 5 年 
最長 5 年 

介護職種

での転籍 

不可 

（資格取得後可） 
可 不可 可 

家族の 

帯同 

不可 

（資格取得後可） 
可 不可 不可 

日本語 

能力 

入国時 N4（越

N3） 

就労時 N3 程度 

養成施設入校時 

N2 程度 

入国時 N4 

１年後の目標 N3 
N4 程度 

入国前 

学習期間 

6 か月 

（越 12 か月） 
約１年 約 6 か月 約 6 か月 

入国後 

学習期間 

6 か月 

（越 2.5 か月） 

日本語学校 1 年

養成施設 2 年 
約１か月 なし 

配置基準

までの期間 
6 か月後から なし 6 か月後から なし 

夜勤の 

可否 
6 か月後から 可 

可（1 年後からが

望ましい） 
可 

訪問系サ

ービスへの

従事 

不可 

（資格取得後可） 
可 

可（2025.4～） 

実務経験 1 年 

＋初任者研修 

可（2025.4～） 

実務経験 1 年 

＋初任者研修 

採用方法 

JICWELS 

（国際厚生 

事業団） 

ハローワーク、 

養成校、人材紹

介会社等 

監理団体 

（協同組合等） 

登録支援機関、

組合、ハローワー

ク、人材会社等 
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EPA 

（介福士候補者） 

在留資格 

「介護」 
技能実習 特定技能 1 号 

メリット 

看護・介護の知

識や経験を持ち、

一定の要件を満

たす外国人が、

日本語の研修を

受けた上で入国

する 

 

二国間協定での

受入れなので、悪

質なブローカーが

介在しない 

 

国や国際厚生事

業団の支援があ

る 

介護福祉士の国

家資格を取得した

後は長期的な就

労が可能で、家

族を呼び寄せるこ

ともできる 

 

養成施設を卒業

すれば、国家資

格に合格していな

くても、介護福祉

士資格を有すると

する経過措置が

ある（令和 8 年度

までの卒業者に

限る、ただし 2025

年 12 月現在、延

長を検討中） 

 

入職後の教育の

負担が軽い 

少なくとも３年間は

転籍しない 

 

監理団体による

訪問指導・監査

があるため相談や

助言を求めやす

い 

人手不足への対

応を目的とした、

労働者として受入

れなので、業務範

囲が広い 

 

就労後すぐに配

置基準に含めるこ

とができ、夜勤も

可能 

デメリット 

1 年間の受入れ

上限数が決まって

いる（各国 300 人

/年） 

 

受入れの機会は

1 年に 1 回のみ 

 

受入れ施設での

学習支援体制を

整える必要がある 

 

国家資格取得後

に帰国する人が

多い 

自由に転籍できる

ので、事業所は

定着に向けた努

力が必要 

 

採用や雇用管

理、教育訓練、

入管手続き等を

支援してくれる機

関がない 

 

奨学金を支給す

るケースが多く、

採用までに時間と

費用がかかる 

技能移転のため

の制度であるた

め、業務の内容

や割合が決めら

れている 

 

事業所ごとの受

入れ人数の枠が

厳しい 

 

悪質なブローカー

が介在しやすい 

自由に転籍できる

ため、事業所は定

着に向けた努力

が必要 

 

事業所は 10 項

目の支援が必要

（登録支援機関

に全部委託するこ

とができる） 
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三．外国人雇用管理のルール 

１．外国人雇用はルールを守って適正に 

 
 

外国人雇用はルールを守って適正に （厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001261965.pdf 
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(1) 雇用（および離職）した際は、ハローワークへ「外国人の雇用状況の届出」を行う 

 

⬧ 翌月 10 日までに （離職の場合は翌日から起算して 10 日以内） 

⬧ 通常は、雇用保険被保険者資格取得（喪失）届の記載欄に記入すればよい 

⬧ 雇用保険に加入しない場合は、単独の様式にて届け出る 

⬧ 技能実習生や留学生アルバイトも対象 

⬧ 届出を怠ると、30 万円以下の罰金が科される 

 

 

(2) 厚生労働省 

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」 

のポイント 

 

外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、

事業主が行うべきこと  

 

① 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守すること 

 

② 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を

発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずること 

 

③ 外国人雇用は、原則日本人雇用と同じであることを認識する 

⬧ 労働関係法令及び社会保険法令は日本人と同様に適用される 

⬧ 国籍による差別につながることは禁止される 

⬧ 報酬は日本人と同等以上である 

 

④ 外国人は、日本語と日本の雇用慣行への知識が十分でないことから、できる限りの

配慮をお願いしたい 
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２．不法就労に関わらないために 

（１）不法就労とは 

図表９：不法就労とは 

 

出典：出入国在留管理庁 外国人を雇用する皆様へ 

 

  

（２）それぞれの在留資格で認められた業務範囲 

 

EPA （介護福祉士候補者） 

 

介護福祉士資格を取得することを目的とし、日本語研修機関における研修の修了後、介護福

祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要な知識及び技術の修得 

 

 

EPA （介護福祉士） 

 

資格取得後は、介護福祉士としてのサービスの提供に従事する 
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技能実習 

 

必須 1/2 以上 
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出典：外国人技能実習機構ホームページ＞技能実習制度について＞移行対象職種情報 

関連 1/2 未満 

周辺 1/3 未満 
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特定技能 1 号 

 

身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介

助等）のほか、これに付随する支援業務（レクリエーションの実施、機能訓練の補助等） 

 

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務（例：お知らせ等の

掲示物の管理、物品の補充や管理等）に付随的に従事することは差し支えない 

ただし、専ら関連業務に従事することは認められない 

 

在留資格「介護」 

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指

導を行う業務に従事する活動 

 

【事例】 

在留資格「介護」をもつ外国人が、さらなるキャリアアップを目指してケアマネージャー資格を取

得した場合、ケアマネージャー業務を行えるか 

 

在留資格「介護」で従事できる業務は「介護福祉士としての介護又は介護の指導」に限られ

る。よって介護事務には従事できない。また衛生管理も介護福祉士の業務の一部であるが、だ

からといって清掃作業ばかりに従事することは認められず、幅広い業務に携わる必要がある。 

ケアマネージャー業務に従事することもできない。ただ、ケアマネージャーの受験資格である

「介護福祉士として 5 年間の実務経験があること」を考えるとその時点ですでに日本での滞在期

間が 10 年近くになっているものと思われる。日本滞在期間が引き続き 10 年あり、直近の 5 年が

就労（「介護」を含む）か身分（「日本人の配偶者」等）の在留資格であれば、在留資格「永住」

への変更申請ができる。「永住」への変更が認められれば、従事できる業務に制限は全くなくな

るので、ケアマネージャーとしてキャリアアップすることが可能となる。 

 

 

留学生アルバイト、家族滞在 

 

あらゆる業務に従事できる （風俗営業に係る場所での業務を除く） 

ただし、安全上の理由から身体介護に該当する業務や夜勤には従事しないことが望ましい 

 

「留学」、「家族滞在」は、原則就労不可だが、資格外活動許可を受けた場合のみアルバイトを

行うことができる 

28 時間/週まで （どの曜日から起算しても 28 時間に注意） 

（留学生のみ、長期休暇中は 8 時間/日、40 時間/週まで） 
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（３）不法就労助長罪（入管法 73 条の 2） 

 

対象 

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者 

 

罰則 

3 年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金又はその併科 

 

外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をし

ていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、そ

の法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。 

 

出典：警視庁ホームページ 外国人の適正雇用について 

 

 

育成就労制度の導入にあたり、転籍ブローカーの排除を担保するために、不法就労助長罪の

法定刑を、5 年以下の拘禁刑若しくは 500 万円以下の罰金又はその併科、に引き上げる 

（2024.6.21 公布、公布の日から原則 2 年以内に施行） 
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（４）在留カードの確認方法 

 

図表１０：在留カードの確認方法
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出典：東京都生活文化スポーツ局 外国人労働者雇用マニュアル 
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（５）「過失がない」といえるために、事業主が尽くすべき注意義務とは 

 

在留カードの確認 

① コピーではなく、原本を確認 

② パスポートも併せて確認 

③ 在留カードが失効していないか、偽変造されていないかを確認 

 

在留カード等番号失効情報照会（出入国在留管理庁） 

在留カードの見方の解説もある 

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx 

 

 

在留カード等読取アプリケーション（出入国在留管理庁） 

パソコンに接続するＩＣカードリーダライタか NFC 対応スマートフォンが必要

http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html 

 

④ 在留資格、有効期間を確認 

⑤ 資格外活動許可の有無を確認 

⑥ 雇用後も定期的に在留カードとパスポートを確認 

 

 

学校への確認 （留学生の場合） 

⑦ 学校に在籍し、通学しているか確認 （必要に応じ在籍証明書の提出） 

⑧ 長期休暇の場合、学則で定められた長期休暇かを確認 

 

 

本人への確認 （留学生の場合） 

⑨ 複数のアルバイトを掛け持ちしていないかの確認 （必要に応じ誓約書の提出） 

⑩ 他のアルバイト先での就業時間数の確認 
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（参考）特定在留カード 

 

マイナンバーカードと在留カードを一体化（任意） 

 

2024.6.21 公布 （公布の日から 2 年以内に施行） 

 

 

図表１１：特定在留カードの券面イメージ 

 

 
 

 

出典：出入国在留管理庁 改正法の概要（マイナンバーカードと在留カードの一体化） 

 

 

 

 

 

 

以  上 


